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6 月の納税

納期限日：7 月1日（月）
町県民税　1 期
※ 口座振替をご利用の方は、預金

残高のご確認をお願いします。
＜土曜・日曜・祝日の納税＞
土日祝の閉庁時も日直が税金等
をお預かりします。
※領収書は後日郵送します。

税務課　電話 81-1302

医療福祉費支給制度（マル福）受給者証の自動更新のご案内

　医療福祉費支給制度の制度区分「母子家庭」「父子家庭」「重度心身
障害者」を受給している方は、受給者証の有効期限が 6 月 30日（日）
となっています。新しい受給者証につきましては郵送します。
　所得の確認ができない方等については、郵送にて別途ご案内します。
※ 健康保険証や受給資格等に変更が生じる場合、役場保険年金課窓口

で変更の手続きが必要となります。ただし、変更の内容によっては、
境町ホームページ、オンラインサービスより電子申請も可能です。
詳しくはホームページ、または

保険年金課まで問合せください。

保険年金課
　電話 81-1306

令和 6 年度 住民健診予約受付のご案内

　今年度も全日程を予約制としています。なお、転入等により新規で健診を受ける方は、健診予約受付に関
するお知らせを送りますので、健康推進課までご連絡ください。
◆予約受付日時

◆検診日程等（バリウム検査を受けない方）

◎WEB予約　※推奨　右の QR コードより予約できます。
６月 24日（月）0：00～７月 3日（水）18：00（24 時間受付）
◎電話予約　健康推進課（電話 87-8000）へ申込み
６月 27日（木）～７月 3日（水）8：30～ 17：15※土・日除く　

早期発見のため、
定期的に検診を
受けましょう。

日　程 会　場 受　付　時　間
８月５日（月） 中央公民館 ④～⑦、⑨～⑪

【午前の部】
① 8：00 ～ 8：20
② 8：30 ～ 8：50
③ 9：00 ～ 9：20
④ 9：30 ～ 9：50
⑤ 10：00 ～ 10：20
⑥ 10：30 ～ 10：50
⑦ 11：00 ～ 11：20
⑧ 11：30 ～ 11：50

【午後の部】
 ⑨ 13：30 ～ 13：50
 ⑩ 14：00 ～ 14：20
 ⑪ 14：30 ～ 14：50

８月６日（火）
中央公民館 ②～⑧

８月７日（水）
８月８日（木） シンパシーホール

④～⑦、⑨～⑪
８月９日（金） 伏木文化センター

８月 19 日（月）

保健センター ②～⑧
８月 20 日（火）
８月 21 日（水）
８月 22 日（木）
８月 27 日（火）
11 月 12 日（火）

保健センター ④～⑦、⑨～⑪
11 月 13 日（水）
11 月 14 日（木）
11 月 15 日（金）
11 月 16 日（土）

※ 予約された方に後日、健
診日時等を記載した「令
和 6 年度 集合・住民健
診のご案内」を郵送しま
す。大腸がん検診用の検
体容器も同封します。

健康推進課（保健センター）　電話 87-8000

←電子申請は
　こちらへ
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第 66 回水道週間　（6 月 1日～7 日）

　水道について理解を深め、水道事業の今後の発展に役立つよう、国
土交通省及び環境省主唱による第 66 回水道週間が、６月１日から７
日までの一週間、全国的に展開されます。
　当町の水道は、給水人口 23,184 人、普及率 97.2％（４月１日現在）
に達し、県内でも上位に位置する高い普及率を示しています。
　また、現在、県西用水からの購入を含め、毎日約 6,731 トンを各家
庭に給水しています。今後とも各施設の整備・改修等によって更に安
全でおいしい水の供給に努めますが、毎日の生活の中で、水道の役割
をもう一度見直し、大切な水を無駄の無いよう使いましょう。

◎転入・転出及び転居の場合
　役場上下水道課の窓口または電子申請にて給水開始・休止の届出を
行ってください。また、使用者・所有者の変更がある場合には、窓口
にて届出の手続きを行ってください。

◎不審な訪問者に注意
　「水道管の修理」「量水器内の清掃」等、町職員を装った不審な業者
が横行しています。上下水道課では依頼がない限り、お伺いする事は
ありませんので、十分にご注意ください。
　また、不審な業者が訪問した場合には、
上下水道課に確認をしてください。

上下水道課（役場 2 階）
　電話 81-1328

『たいせつに　みずはみんなの　たからもの』

「SHARE!FES　ヘルス＆ビューティー」参加予約受付開始

　「健康と美容」をテーマとした参加型の交流イベントを開催します。
　参加費は、気軽に体験しやすいワンコイン（500 円）で、今回は「マ
マストレッチ」、「ピラティスまたはボクササイズ」の体験ブースやワーク
ショップ等を予定しています。小さなお子さんがいる方もお気軽にお越し
ください。
　イベントの詳細、予約は、みんなで育てるまちのコミュニティアプリ「マ
イコミュ」内の、境町子育てシェアタウンをご覧ください。

◆日時　6 月 28 日（金）10：00 ～ 14：00
◆場所　ふれあいの里　ギャラリー夢
◆参加方法　「マイコミュ」アプリ＞「境町子育てシェアタウン」
　　　　　　コミュニティ＞交流イベントタブから予約
◆主催　株式会社 AsMama
　　　　　（境町子育てシェアタウン推進事業業務委託事業者）

子ども未来課　電話 81-1301
　株式会社 AsMama　
　E-mail info@asmama.co.jp

ダウンロードは
　こちらから→

子ども木版画教室のご案内

　小中学生を対象に木版画教室
を開講します。好きな絵柄を版
画にしてみましょう。
　作成した作品は町で開催する

「さかいまち国際児童画展」に出
品できます。
◆日程　6 月 22 日（土）
　　　　6 月 29 日（土）
　　　　7 月 6 日（土）
◆時間　9：30 ～ 11：30
◆場所　 ふれあいの里　ギャラ

リー夢　2 階　実習室
◆持ち物　筆記用具、彫刻刀　
◆募集人数　小学４年生～
　　　　　　中学生  約 10 名
◆参加費　1,000 円（材料費）　　
◆講師　富張広司 氏
◆募集期間
6月3日（月）～17日（月）

境町教育委員会生涯学習課
　　電話 81-1326

ご参加
お待ちしています
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◆対象団体　地域福祉の発展に
寄与する事業を行う団体で、境
町及び社会福祉協議会（以下「社
協」）から補助金等を受けていな
い団体
◆交付対象事業
地域福祉を推進する事業
① 高齢者や障害者等を支援する

事業
②社会参加を促進する事業　
③ 新たに地域福祉問題に取り組

む事業
④サロン事業
⑤ その他、社協理事会において

認めた事業
◆助成金額　1 団体につき 5 万円
を限度とし、予算の範囲以内で申
請団体の件数、活動内容などによ
り決定
◆申請期間
７月１日（月）～7月31日（水）
※平日のみ受付
◆提出書類
①交付申請書
②事業収支予算書
※ 申請書類等は社協窓口、また

はホームページよりダウン
ロードできます。

◆審査及び結果　社協理事会に
おいて審査のうえ、申請団体に
通知

境町社会福祉協議会
　　電話 87-2525

自動車税（種別割）の納税はお済みでしょうか

知ろう・語ろう・相談しよう！オレンジカフェを開催します

　令和 6 年度の自動車税 （種別割）の納期限は、5月31日（金）です。納期限を過ぎると、納める税額のほ
かに延滞金もあわせて納めていただく場合があります。また、納めていただけない場合には、財産の差押など、
滞納処分を行うことになりますので、ご注意ください。納税がお済みでない方は、
至急納めていただくようお願いします。詳しくは県税事務所に問合せください。

茨城県筑西県税事務所　収税第一課・収税第二課
　電話 0296-24-9190　
　電話 0296-24-9157

　認知症に関心のある方が気軽に参加できます。お茶を飲みながら一
緒に過ごしませんか。

（ミニ講話：『認知症の予防』について）

◆日時　6 月 12 日（水）　13：30 ～ 15：00
◆場所　社会福祉協議会　2 階多目的ホール　（長井戸 1681-1）
◆対象者　認知症の方と、そのご家族、
　　　　　認知症に関心のある方等
◆申込方法　事前に電話にて受付

介護福祉課
　　電話 81-1323

納期限を守りましょう

◎ 6月 1日は　「人権擁護委員の日」です　
　全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された日を記
念して、毎年６月１日を「人権擁護委員の日」と定め、人権擁護委員
制度の周知と人権尊重思想の普及高揚を呼び掛けています。
　人権擁護委員は、市町村長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された
民間人で、地域の皆さんからの人権相談を受け、悩みを解決するお手
伝いをしたり、人権侵犯の被害者を救済したり、地域住民の皆さんに
人権について関心を持ってもらえるような様々な啓発活動を行ってい
ます。
　この制度は、官民一体となって人権擁護活動を行うことが望ましい
という観点から設けられた制度で、諸外国には例を見ないものです。
現在、約 1 万 4 千人の人権擁護委員が全国の各市町村に配置されてい
ます。

住民課　人権・協働ハーモニー室
   電話 81-1337　

人権擁護委員の日について

◎各種人権相談窓口
①みんなの人権 110 番　電話 0570-003-110　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②子どもの人権 110 番　電話 0120-007-110
③女性の人権ホットライン　電話 0570-070-810
④インターネット人権相談　https://www.jinken.go.jp/
　※①～③　月～金（祝日除く）8：30 ～ 17：15
　　④　24 時間受付

地域福祉活動支援事業助成金
交付のご案内
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　茨城西南地方広域市町村圏事務組合では、令和 7 年 4 月 1 日付採用の職員採用試験を実施します。

◆第一次試験日　９月 22 日（日）
◆申込用紙配布場所　消防本部、古河消防署、下妻消防署、坂東消防署、
　　　　　　　　　　総和消防署及び広域圏内の各消防分署
◆申込受付期間　７月1日（月）～８月1日（木）まで
　※郵送の場合は、８月 1日（木）の消印まで有効。
　※受付時間は、８：30 ～17：15（土・日・祝を除く）

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員採用試験のご案内

茨城西南広域消防本部　総務課　電話 0280-47-0124（直通）
　　（〒 306-0053 茨城県古河市中田 1683-9）　

職種 採用予定数 職務概要 受験資格

消防職 10 名程度 消防行政に関する
業務に従事します

平成 8 年 4 月 2 日から平成 19 年 4 月 1日までに生まれた
方で、学校教育法に基づく高等学校以上を卒業、又は令和
7 年 3 月に卒業見込みの方

　国税局や税務署で「税のスペシャリスト」
として働く国税専門官（国家公務員）を
募集します。
◆受験資格
① 令和 6 年 4 月 1 日において高等学校又は中等教育学校を卒業した

日の翌日から起算して 3 年を経過していない方及び令和 7 年 3 月
までに高等学校又は中等教育学校を卒業見込みの方

②人事院が①に掲げる者に準ずると認める方
◆試験の程度　高等学校卒業程度
◆試験日及び合格発表日

◆申込方法　以下のアドレスへアクセスし、説明に従って入力
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
◆受付期間　6 月 14日（金）9：00～ 6月 26日（水）※受信有効

＜インターネット申込みに関する問合せ＞
　人事院人材局試験課
　電話 03-3581-5311 内線 2333
　（9：00 ～ 17：00）
　＜上記以外の問合せ＞
　関東信越国税局人事第二課試験係　
　電話 048-600-3111　内線 2097
　（9：00 ～ 17：00）
　※どちらも土・日・祝は除く 人事院（採用情報 NAVI）

国税庁（税務職員採用試験）

人事院
（インターネット申込）

試　　験　　日 合格発表日

一次試験 9 月1日（日） 10 月 3 日（木）

二次試験
10 月 9 日（水）～ 10 月 18 日（金）
のいずれか第 1 次試験合格通知書で
指定する日

最終合格者　
11月12 日（火）

令和 6 年度国税専門官を募集します 働くことの無料相談会

　「働きたいけど、どうすればい
いの？」など就職の悩みや不安
を話してみませんか。サポステ
では課題克服のための様々なセ
ミナー、面接練習、履歴書添削、
オンライン面談等を実施中です。
　ぜひご利用ください。現在、
サポステにて無料パソコン講座
実施中。※前日までの予約制。
◆ 日時　7 月 24 日（水）
　　　　14：00 ～ 16：00
◆場所　境町研修センター
　　　　（境町商工会館となり）
◆対象　就職に悩みがある 15 歳
～ 49 歳までの方、または保護者・
関係者
◆相談員　いばらき県西若者サ
ポートステーション相談員

 いばらき県西若者サポート
ステーション

　　電話 0296-54-6012
　　（火～土 9：30 ～ 17：30）
　　※日・月・祝日を除く
　　ホームページ
　　https://iw-saposute.org/
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◆日時　７月 14 日（日）13：00 ～ 17：00（受付 12：40 ～）
◆場所　古河市中央公民館（古河市下大野 2248）
◆対象・定員　独身成人男女、その親族・10 名
◆申込方法　電話にて申込み　※予約制・先着順
◆受付日時　６月 24 日（月）～７月３日（水）12：00 ～ 19：00
◆持ち物　身分証明書、公開プロフィールカード作成を希望される方は
　　　　　写真（L 判）
◆後援　境町、古河市、（一社）いばらき出会いサポートセンター
※相談費用・登録料などは一切かかりません。
※県外にお住まいの方の相談も受け付けます。

いばらきマリッジサポーター県西地域活動協議会
　　（電話受付時間 12：00 ～ 19：00）
　　電話 090-1100-1316（野口）
　　電話 090-5542-6887（小川）

無料結婚相談会のご案内

いばらき就職支援センターからのご案内

　いばらき就職支援センターは、皆さんの仕事探しをお手伝いする県
の無料職業紹介所です。就職相談・キャリアカウンセリングから職業
紹介まで一貫したサービスを提供しています。
　また、事業所からの求人申込み（求人情報）を随時受付し、センター
利用者に提供させていただくほか、ホームページでも広く公開してい
ます。求人情報は、いばらき就職支援センターホームページでもご覧
になれます。お気軽にご利用ください。
◎主なサービス内容
＊ 専門のスタッフが、就職についての相談など様々な支援を行ってい

ます。
＊内職を探している方に、あっせんを行っています。
＊ 毎月「就活セミナー」を開催しています。
　（ハローワークの求職活動実績になります）

いばらき就職支援センター 県西地区センター 
　電話 0296-23-3811
　（月～金 9：00 ～ 16：00 ※祝日・年末年始を除く）
　ホームページ https://jobcafe.pref.ibaraki.jp/job/jobsearch

　本校は IT のプロフェッショナル
を育成し、開校以来 18 年連続就
職率 100％。卒業生は主に県内
優良 IT 企業で活躍しています。
　IT に興味のある方、技術を身に
付けたいと考えている方は、ぜひ
この機会にご参加ください。
◆開催日時
　7 月 20 日（土）
　8 月 3 日（土）
　8 月 24 日（土）
　9：00 ～、13：00 ～
　※ 8 月 3 日（土）は女性対象。
◆場所
茨城県立産業技術短期大学校
◆内容
学校見学や体験授業
◆対象者
IT に関心をお持ちの高校生及び
保護者など
◆受付開始
6 月 3日（月）～
ホームページから申込み

茨城県立産業技術
　　短期大学校
　　電話 029-269-5500
　　http://www.ibaraki-it.ac.jp

　県では（公社）茨城県看護協会に委託して、「いばらき みんなのが
ん相談室」を開設しています。がんに関するお悩みに専門知識を持っ
た相談員が真摯に対応します。ご本人・ご家族どなたでも、匿名でも
大丈夫です！秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
◆日時　月～金　9：00 ～ 16：00
※土・日・祝日、8 月 13 日（火）～ 15 日（木）、年末年始を除く
◆相談方法　電話またはメールもしくは面談（面談は要予約）　　　　　　
◆料金　無料（通話料、通信料、交通費は自己負担）
◆場所　県保健衛生会館内　いばらき みんなのがん相談室
　　　　（水戸市緑町 3-5-35）

いばらき みんなのがん相談室　電話 029-222-1219
　　E-mail bagan@ina.or.jp

「いばらき みんなのがん相談室」をご利用ください

県立 IT 短大オープンキャン
パス 2024 開催のご案内
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各種相談（無料）

相談項目 日　時 場　所 問合せ先

法律相談
6 月 26 日（水） 10：00 ～15：00
予約日：6 月19 日（水）8：30 ～
※先着 8 名

境町中央公民館　2 階
小会議室 秘書広聴課　電話 81-1329

行政相談 6 月 25 日（火）9：00 ～10：00 境町社会福祉会館 秘書広聴課　電話 81-1329

消費生活相談

・毎週火・水曜日　※祝日除く
・第 1、第 3 木曜日　※祝日除く
9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 16：30
※リモートや電話での相談も可能です

境町社会福祉会館
（毎週火・水曜日のみ）
五霞町役場

（第 1・第 3 木曜日のみ）

境町社会福祉協議会
電話 87-2525
五霞町役場　生活安全課
電話 0280-84-3618

子どもの
教育相談

毎週月～金　※祝日除く
9：00 ～ 17：00

境町教育委員会（役場 3 階）
文化村公民館教育支援セン
ター

境町教育委員会　電話 86-6022
文化村公民館教育支援センター
電話 86-7844

認知症に関する
相談

毎週月～金　※祝日除く
9：00 ～ 17：00

境町地域包括支援センター
ファミール境
介護福祉課（役場 1 階）
境町社会福祉会館

境町地域包括支援センター
ファミール境　電話 87-7111
介護福祉課　電話 81-1323
境町社会福祉協議会
電話 87-2525

心配ごと相談
（身障相談も含む）

毎週火曜日　※祝日除く
13：00 ～ 16：00 境町社会福祉会館 境町社会福祉協議会

電話 87-2525

ＤＶ相談 毎週月～金　※祝日除く
9：00 ～ 16：00 社会福祉課（役場 1 階） 社会福祉課　電話 81-1305

こころの
健康相談

6 月 8 日（土）・22 日（土）
14：00 ～ 16：00
予約日：相談日前日の 10：00 まで

地域活動支援センター煌
きらめき

（坂東市）
地域活動支援センター煌
電話 0297-30-3071

毎週月～金　※祝日除く
9：00 ～ 17：00

社会福祉課（役場 1 階）
境町保健センター

社会福祉課　電話 81-1305
健康推進課　電話 87-8000

ひきこもり
専門相談

6 月 28 日（金） 13：30 ～14：30
※要予約 古河保健所 1 階相談室（1） 古河保健所　電話 32-3068

ひきこもり
家族教室

6 月 21日（金）14：30 ～16：00
※初回のみ要予約 古河保健所 2 階大会議室 古河保健所　電話 32-3068

精神保健相談
6 月 19 日（水）14：00 ～
7 月 5 日（金）13：30 ～
※要予約

古河保健所 1 階相談室（1） 古河保健所　電話 32-3068
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　放送大学は、令和 6 年度 10 月入学生を募集し
ています。
　10 代から 100 歳代までの幅広い世代、約 8 万
5 千人の学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみ
たいなど、様々な目的で学んでいます。
　授業には 3 つのスタイルがあり、ＢＳ放送やイ
ンターネットで視聴する、また講師から直接受け
る授業があります。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然
科学など 300 以上の幅広い授業科目があり、1 科
目から学ぶことができます。資料は無料で請求で
きます。お気軽にご請求ください。

◆出願期間
　【第 1 回】8 月 31日（土）まで
　【第 2 回】9 月 10日（火）まで
※詳しくは問合せください。

放送大学茨城学習センター
　電話 029-228-0683

◎育児広場　※予約不要
　子どもとの遊び方を知りたい、他のお母さんとおしゃべりしたいと
いうお母さんとお子さんを対象に、月に 1 回「育児広場」を開催して
います。育児の疑問やお悩みなどがありましたら、育児相談も行いま
すので、お気軽にご参加ください。
◆日時　6 月 24 日（月）9：30 ～ 11：30
◆対象　0 歳児のお子さんと保護者
◆場所　境町保健センター
◆持ち物　母子手帳・バスタオル
　　　　　（身長・体重測定を希望の方のみ）

◎愛の献血
　献血は身近に取り組めるボランティアです。
　現在、少子高齢化等の影響で献血の協力者が減っています。また、
血液は人工的に造ることができず長期間保存することもできません。
　輸血に必要な血液をいつでも十分に
確保しておくためにも、皆さんのご協
力をお願いします。

◆  日時　7 月 4 日（木）
　　　　10：00 ～ 11：45
　　　　13：00 ～ 16：00
◆場所　境町中央公民館

健康推進課（保健センター）
　　電話 87-8000

　相続、遺言、農地、VISA、各
種許認可申請など、暮らしの中
の諸手続きに関する相談に、行
政書士がお答えします。お気軽
にご相談ください。予約不要。

（資料があればお持ちください。）

◆日時　6 月 30 日（日）
　　　　13：00 ～ 16：00
◆場所　境町中央公民館　
　　　　2 階小会議室

肥後　電話 090-3043-1916

行政書士無料なんでも相談会 健康推進課からのご案内

お気軽に
ご相談ください。

ご協力を
お願いします。

放送大学令和 6 年度 10 月入学生募集

　総務省では、６月１日～
６月 10 日までを「電波利用
環境保護周知啓発強化期間」
として、電波を正しく利用
していただくための周知・
啓発活動及び不法無線局の
取締りを強化します。
　ルールを守らない不法な無線局は、テレビ・ラ
ジオ放送、携帯電話などの身近なものから、警察・
消防・救急用無線などの人命に関わる重要な無線
に対して混信・妨害を与えるなど、私たちの生活
や安全をおびやかします。安全で豊かな社会を実
現するために、電波はルールを守り、正しく使い
ましょう。

関東総合通信局
　＜不法無線局による混信・妨害＞
　電話 03-6238-1939
　＜テレビ・ラジオの受信障害＞
　電話 03-6238-1945

関東総合通信局からのご案内


